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ンの活用も許されません。 
なお、感染症等の発生等により介護保険施設等がその対応に注力しなければ

ならなくなる事態ともなれば、現地訪問はもとより、オンライン会議システム
等を使った指導についても行うことは困難です。 

そのような場合は、運営指導は当分の間延期し、その代わりに遠隔による集
団指導の実施による制度周知の徹底や、介護保険施設等による自己点検を励行
する等、今できることは何か、今やらなければならないことは何かを考え、実
行に移しましょう。 

４ 所要時間の短縮等 

本マニュアルでは、標準化・効率化の観点から運営指導時における確認項目
及び確認文書を定めています。運営指導における確認すべき事項や見るべき文
書を絞ったことにより、一の介護保険施設等あたりの所要時間の短縮を進める
ことができると考えられます。 

また、同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導につい
ては、介護保険施設等の側の都合を十分に考慮し、できるだけ同日又は連続し
た日程で行う等、効率的な実施計画を策定しましょう。 

特に介護保険の事業所として指定を受けていない有料老人ホーム等に併設し
た訪問介護等の事業所がある場合や、事業グループを形成するなどして同一敷
地又は近隣に事業所がある場合は、人員の兼任状況等、確認すべき事項がある
ので、いくつかの事業所を併せて実施するよう計画してください。 

なお、老人福祉法に基づく一般監査等、介護保険法に関連する法律に基づく
指導・監査についても、自治体内で調整できれば、同時実施が可能ですので検
討してみましょう。 

 

第２章 集団指導の実施 

第１節 実施通知 

１ 実施通知の発出 

（１）発出時期 

集団指導を講習会形式により開催する場合の実施通知は、介護保険施設等の
管理者等の参加を求めることになるため、勤務状況を考慮し２月以上前までに
通知する必要があるでしょう。 

また、オンライン会議システム等を活用し説明を動画又はライブ配信で予定
している場合も同様です。自治体ホームページへの資料掲載や動画配信、繰り
返し閲覧や動画の視聴が可能と考えられるため、その期間を十分に確保する場
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合は、物理的に人員を集めないため、直前でも可能ではありますが、介護保険
施設等の管理者等の責任者に対する説明であれば、また、確実な情報伝達を目
指すなら、やはり遅くとも同様に２月以上前までには周知することが望まれま
す。 

（２）発出方法 

集団指導を開催する旨の通知の発出は、電子メールや郵送などの方法が考え
られますが、必ずその情報が先方へ到達している必要があります。 

なお、集団指導への参加又は動画の視聴に関して申し込みを課している場合
は、参加予定者はそれにより把握できるとともに、申込期限が過ぎても反応が
ない場合は個別に照会をかけるなどの対応が可能です。 

なお、資料や動画による説明を、紙媒体若しくは DVD 等の配布による方法
で行う場合は、その配布をもって開催通知に代えることが可能となるため、出
欠の確認は不要ですが、配布したままでは閲覧又は視聴したかどうかの確認が
できないので、相手方の反応が把握できるような工夫が必要です。 
 

２ 実施通知の内容 

集団指導の開催通知の内容は、後述する運営指導と同様に、集団指導が行政
指導であることを踏まえると、行政手続法第３５条の規定により、その趣旨及
び内容並びに責任者について明確に示すとともに、根拠法令の条項やそれに基
づく権限、それを行使する理由（つまり目的）について示す必要があります。 

また、日時や場所のほか、集団指導に参加すべき者（管理者等）の役職名を
記載しましょう。 

参加者について、実際には、例えば厳密に管理者に限るとするのは難しい場
合もあるかと思われますが、効果的な指導を行うためには、指導の内容により、
対象者を明確にすることが重要です。これは動画配信等の場合でも同様です。 

また、集団指導の内容、プログラムの内容についても明記しましょう。 

第２節 集団指導の実施 

集団指導は行政指導を行う場であることから、正しい情報を的確に伝えなく
てはなりません。また、参加者からの質問に対しては、後日であっても必ず回
答するようにしましょう。行政指導では、行政機関からの説明が中心となるの
で、参加者からの質問等の反応を知ることは大変貴重な機会です。プログラム
を工夫して行政と参加者又は参加者同士のテーマ別の討議なども可能です。ま
た、事前に法第２３条又は法第２４条に基づきアンケート等の提出を求めて、
その傾向等をプログラムに反映させることも考えられます。 

なお、集団指導に参加しない介護保険施設等については、個別に情報提供を
行うことが望ましいですが、そのような場合には優先的に運営指導を行う等の
対応も検討しましょう。 


